
 

                                          

 

 

尿生化学 
基準範囲変更のお知らせ 

 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

このたび、尿生化学の基準範囲を変更しますのでご案内いたします。 

  

記 
 
 

■実施日 令和４年２月１日(火) ご依頼分より 
 

■変更理由 臨床検査法提要 第35版に準じた基準範囲へ変更のため 

 

■変更内容 

参考資料 ： 金井正光監修 臨床検査法提要 第 35版 

 

 

 

 

 

 

        一般社団法人広島市医師 

総合検査 

案内頁 
項目コード 検査項目 材料 

基準範囲 

新 現 

83 1500-05 尿糖 

蓄尿 

0.04～0.09（ｇ/day） 0.13～0.50（ｇ/day） 

85 0083-05 クレアチニン（CRE） 0.5～1.5（ｇ/day） 0.7～1.8（ｇ/day） 

85 0084-05 尿酸（UA） 0.4～0.8（ｇ/day） 0.4～1.0（ｇ/day） 

87 0219-05 ナトリウム（Na） 2.9～5.8（ｇ/day） 4～8（ｇ/day） 

87 0221-05 クロール（Cl） 2.5～8.9（ｇ/day） 6～12（ｇ/day） 

87 0220-05 カリウム（K） 2.0～3.9（ｇ/day） 2.0～2.5（ｇ/day） 

87 0223-05 カルシウム（Ca） 0.1～0.2（ｇ/day） 0.1～0.3（ｇ/day） 

87 0225-05 無機リン（IP） 0.4～0.8（ｇ/day） 0.5～2.0（ｇ/day） 

87 0222-05 マグネシウム（Mg） 0.02～0.16（ｇ/day） 0.02～0.13（ｇ/day） 

88 0040-54 アミラーゼ（AMY） 部分尿 50～500（U/L） 500（U/L）以下 

令和４年１月２５日 

ＮＯ．２０２２-５＿変更  

 （０８２）２４７－７１９１ 

http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp 
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